○年○○月○○日
エプソン商事株式会社
　○○○○　様
東京都千代田区霞ヶ関Ｘ－Ｘ－Ｘ
山田一郎会計事務所　　
税理士　山田　一郎
中間申告納税不要のお知らせ
拝啓　貴社いよいよご盛栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、税法の規定により、会社は新年度開始後６か月たったときに、前事業年度の確定法人税額等の半額を中間納税するとされております。しかし、「予定申告により納付すべき法人税額が１０万円以下である場合」は、予定申告と納税は不要とされています。
　貴社の場合、今回これに該当いたします。そのため、法人税・法人事業税・法人県市民税などの中間納税は不要となりますので、ご連絡申し上げます。
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